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第１ 趣旨 

国営土地改良事業によりこれまでに造成されたダム、頭首工、用排水機場、用排水路

等の農業水利施設は、国民への安定的な食料供給基盤となる社会資本ストックを形成し

てきたところである。 

こうした農業水利施設は、その多くが順次更新時期を迎えることになるため、その機

能を将来にわたって安定的に発揮させることが重要な課題となっており、施設の長寿命

化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全管理を推進することが不可欠とな

っている。 

そこで、施設の劣化状況等を調べる機能診断の省力化を図るとともに、更新整備の好

機を把握した上で、計画的かつ効率的な機能保全対策を行うことを目的として、人工知

能（以下「AI」という。）を活用するため、農業水利施設管理 AI 活用推進事業（以下「本

事業」という。）を実施し、農業水利施設の機能の適切な保全に資することとする。 

 

第２ 事業の内容 

本事業は、国営土地改良事業により造成されたダム、頭首工、用排水機場、用排水路

等の農業水利施設及び国営附帯県営造成施設を対象とし、次に掲げる事項を行うものと

する。 

１ 機能診断の省力化に資する AI の構築等 

２ AI を活用した機能診断の実証等 

 

第３ 事業実施主体 

本事業は、地方農政局長等（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長、沖縄県に

あっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあっては地方農政局長をいう。以

下同じ。）が実施するものとする。 

 

第４ 事業に要する経費 

本事業に要する経費は、全額国庫負担とする。 

 

第５ 報告 

地方農政局長等は、事業の実施結果を農林水産省農村振興局長（以下「農村振興局長」



という。）に報告するものとする。 

 

第６ 委任 

この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、別に農村振興局

長が定めるところによるものとする。 

 

附 則 

この通知は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 


